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平成˜ 年˜™月™œ日 火曜日 (号外第™ š号)官 報

第
五
章

中
学
校
（
第
六
十
九
条
e

第
七
十
九
条
）

第
六
章

高
等
学
校

第
一
節

設
備
、
編
制
、
学
科
及
び
教
育
課
程
（
第
八
十
条
e

第
八
十
九
条
）

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等
（
第
九
十
条
e

第
百
条
）

第
三
節

定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
並
び
に
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
場
合
そ
の

他
（
第
百
一
条
e

第
百
四
条
）

第
七
章

中
等
教
育
学
校
並
び
に
併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校

第
一
節

中
等
教
育
学
校
（
第
百
五
条
e

第
百
十
三
条
）

第
二
節

併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
及
び
入
学
（
第
百
十
四
条
e

第
百
十
七
条
）

第
八
章

特
別
支
援
教
育
（
第
百
十
八
条
e

第
百
四
十
一
条
）

第
九
章

大
学

第
一
節

設
備
、
編
制
、
学
部
及
び
学
科
（
第
百
四
十
二
条
・
第
百
四
十
三
条
）

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等
（
第
百
四
十
四
条
e

第
百
六
十
三
条
）

第
三
節

履
修
証
明
書
が
交
付
さ
れ
る
特
別
の
課
程
（
第
百
六
十
四
条
）

第
四
節

認
証
評
価
そ
の
他
（
第
百
六
十
五
条
e

第
百
七
十
三
条
）

第
十
章

高
等
専
門
学
校
（
第
百
七
十
四
条
e

第
百
七
十
九
条
）

第
十
一
章

専
修
学
校
（
第
百
八
十
条
e

第
百
八
十
九
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
百
九
十
条
・
第
百
九
十
一
条
）

附
則

第
四
条
第
三
項
中
「
第
七
十
一
条
」
を
「
第
七
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
を
附
則
第
一
条
と
す
る
。

第
八
十
二
条
を
削
る
。

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
夫
夫
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
条
と
す
る
。

第
八
十
四
条
中
「
夫
夫
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。

第
八
十
五
条
か
ら
第
八
十
八
条
ま
で
を
削
る
。

第
八
十
九
条
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
四
条
と

す
る
。

第
九
十
条
か
ら
第
九
十
一
条
ま
で
を
削
る
。

第
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
八
十
三
条
」
を
「
第
百
三
十
四

条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。

第
九
十
二
条
の
二
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。

第
九
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
七
条
と
す
る
。

第
九
十
二
条
の
四
を
附
則
第
八
条
と
す
る
。

第
九
十
三
条
を
削
る
。

第
九
十
四
条
各
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。

第
九
十
四
条
の
二
各
項
中
「
こ
れ
を
」
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
十
条
と
す
る
。

第
九
十
四
条
の
三
中
「
第
九
十
二
条
及
び
第
九
十
二
条
の
二
」
を
「
附
則
第
五
条
及
び
第
六
条
」
に
改
め
、
同
条

を
附
則
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
十
四
条
の
四
中
「
前
四
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、「
こ
れ
を
」
を
削
り
、同
条
を
附
則
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
十
五
条
か
ら
第
百
七
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
百
八
条
中
「
第
百
五
条
」
を
「
附
則
第
八
条
」
に
改
め
、「
こ
れ
を
」
を
削
り
、同
条
を
附
則
第
十
三
条
と
す
る
。

第
百
九
条
か
ら
百
十
一
条
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
一
中「（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）」を「（
第
五
十
一
条
関
係
）」に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号
中
「
第
二
十
四

条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
、「
別
表
第
三
の
二
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中「（
第
五
十
四
条
関
係
）」を「（
第
七
十
三
条
関
係
）」に
改
め
る
。

別
表
第
三
中「（
第
五
十
七
条
、
第
六
十
五
条
の
五
及
び
第
七
十
三
条
の
九
関
係
）」を「（
第
八
十
三
条
、第
百
八
条
、

第
百
二
十
八
条
関
係
）」に
改
め
る
。

別
表
第
四
中「（
第
七
十
三
条
の
九
関
係
）」を「（
第
百
二
十
八
条
関
係
）」に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
五
と
す
る
。

別
表
第
三
の
二
中「（
第
五
十
四
条
の
四
、第
六
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
五
条
の
十
四
関
係
）」を「（
第
七
十
六
条
、

第
百
七
条
、
第
百
十
七
条
関
係
）」に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
百
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
と
す
る
。

第
八
十
条
を
削
る
。

本
則
中
第
七
十
九
条
を
第
百
九
十
一
条
と
す
る
。

第
七
十
八
条
中
「
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
七
条
の
六
、
第
七
条
の
七
、
第
七
条
の
九
、
第
十
三
条
か
ら
第

十
五
条
ま
で
及
び
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
条
の
三
ま
で
」
を
「
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
四
条
、第
十
五
条
、

第
十
九
条
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
か
ら
第
六
十
八
条
ま
で
」
に
改
め
、「
、こ
れ
を
」

を
削
り
、「
第
七
条
の
九
」
を
「
第
十
九
条
」
に
、「
第
十
四
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
九
十
条

と
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令

の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文

部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日

文
部
科
学
大
臣

渡
海
紀
三
朗

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

総
則

第
一
節

設
置
廃
止
等
（
第
一
条
e

第
十
九
条
）

第
二
節

校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
の
資
格
（
第
二
十
条
e

第
二
十
三
条
）

第
三
節

管
理
（
第
二
十
四
条
e

第
二
十
八
条
）

第
二
章

義
務
教
育
（
第
二
十
九
条
e

第
三
十
五
条
）

第
三
章

幼
稚
園
（
第
三
十
六
条
e

第
三
十
九
条
）

第
四
章

小
学
校

第
一
節

設
備
編
制
（
第
四
十
条
e

第
四
十
九
条
）

第
二
節

教
育
課
程
（
第
五
十
条
e

第
五
十
八
条
）

第
三
節

学
年
及
び
授
業
日
（
第
五
十
九
条
e

第
六
十
三
条
）

第
四
節

職
員
（
第
六
十
四
条
・
第
六
十
五
条
）

第
五
節

学
校
評
価
（
第
六
十
六
条
e

第
六
十
八
条
）

第
八
章
を
第
十
二
章
と
す
る
。

第
七
章
の
二
を
削
る
。

第
七
十
七
条
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
一
章

専
修
学
校

第
百
八
十
条

専
修
学
校
の
設
備
、
編
制
、
授
業
、
教
員
の
資
格
そ
の
他
専
修
学
校
の
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
専

修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
百
八
十
一
条

専
修
学
校
の
生
徒
の
入
学
、
退
学
、
休
学
等
に
つ
い
て
は
、
校
長
が
定
め
る
。
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